
本巣市こども計画 概要版

みんなでつくる「本巣市こどもまんなか社会」

こども計画とは？

国が定めた「こども大綱」に掲げられている『こどもまんなか社会』を実現していくために、各

自治体が取り組んでいく施策をまとめた計画です。

計画の位置付け

こども基本法第10条（都道府県こども計画等）においては、市町村はこども大綱・都道府県こ

ども計画を勘案して「市町村こども計画」を定めるよう努めることとされています。

本巣市第２次総合計画および第４期地域福祉計画・地域福祉活動計画を上位計画としつつ本巣市

障がい者計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画等、市の関連計画との整合性を図るとともに、

「子ども・子育て支援事業計画」、「次世代育成支援行動計画」、「子どもの貧困対策計画」、「子ども

若者計画」を包含する形で策定しました。

計画期間 令和７年度～令和11年度

R６
（２０２４）

R７
（２０２５）

R８
（２０２６）

R９
（２０２７）

R１０
（２０２８）

R１１
（２０２９）

R１２
（２０30）

本巣市

本巣市こども計画

本巣市第２次総合計画

岐阜県こども計画

こども大綱

本巣市健康増進計画・
本巣市障がい者計画・
障がい福祉計画・
障がい児福祉計画 等

こども基本法国

岐阜県

「子ども・子育て支援事業計画」「次世代育成支援
行動計画」「子どもの貧困対策計画」「子ども若者
計画」を包含

連携

第４期本巣市地域福祉計画・地域福祉活動計画

整合・

連携

第２期本巣市
子ども・子育て
支援事業計画

本巣市こども計画 次期



こども計画で大切にしたいこと

本巣市が力をいれたい取組

こども・若者の意見

留守家庭教室、幼児園での延長・預かり保育、本巣の
学び舎、子育て支援センター、子どもセンターなど、
ニーズに応じた居場所を提供します。

こどもの居場所の確保

公園の整備やしんせいほんの森での絵本の読み聞か
せ、自然体験学習やボランティア活動など、地域の方
との交流を推進します。

地域の方との交流の場の充実

通学路の整備や市内の危険な場所の確認、警察官・交
通指導員による交通ルールの指導や、インターネット
上の問題を回避する力を身につけられる教育など、こ
どもの安全を守ります。

安全対策の充実

家庭や学校、地域の防災について主体的に活動を行う
「ホープ防災リーダーズ」の取組の周知や、学校で大
災害時の避難所の設置・運営の訓練を行うなど、防災
対策を強化します。

防災対策の充実

乳幼児期、学童期・思春期、青年期のすべての過程におい
て、その年齢に応じた総合的な支援を提供していくことに
より、こどもが健やかに成長できる環境をつくります。

切れ目のない支援をします

児童虐待、不登校、いじめ、ひきこもりなど、こどもを取
り巻く課題が複雑化・複合化するなか、こどもが安心して
過ごすことができる身近な居場所をつくります。

こどもの居場所を充実します

いろいろな経験・体験をすることによって、こどもは
大きく成長します。地域の中で、できるだけ多くの経
験・体験ができる場や機会をつくります。

いろいろな学びの場、体験の機会の場をつくります

貧困、虐待、障がい、不登校、ひきこもりなど、様々な
困難をかかえているこどもの早期発見・早期対応を行
っていくとともに、未然に発生を防止していきます。

困っているこどもと家庭を守ります

地域が一体となって事故や犯罪を防ぎ、インターネッ
ト空間での被害が起こりにくい環境・起こさない環境
づくりに取り組んでいきます。

こどもの安心・安全の確保をします

こども、若者を取り巻く課題

すべての主体が、少子化対策の視点をもつことが重要です

こどもと家庭への切れ目ない支援が求められます

多様化する保育ニーズへの対応が求められます

人材の確保と専門性のさらなる向上が求められます

こどもの居場所をつくることが求められます

健やかな成長を促すフィールドの確保と地域社会全体での協働が必要です

様々な困難を抱えるこどもと家庭への支援が求められます

仕事と子育てが両立できる環境づくりが求められます

安心・安全の確保が求められます

・こどもの遊ぶ場所がたくさんあるまち
・こどもが集えるまち
・児童館などこどもが雨でも遊べる場所があるまち

意見 【中高生】

【ライフステージを通した施策の推進 基本施策❷】
・多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり

施策展開

・犯罪などがなく、安心してくらせるまち
・事故や犯罪がなく安心して過ごせるまち
・治安が良いまち。

【ライフステージを通した施策の推進 基本施策❼】
・こども、若者の安全確保、犯罪などから守る取組、
自殺対策



こども権利条例、こども基本法等の普及・啓発

留守家庭教室事業、公園整備事業

本巣市母子保健計画・本巣市健康増進計画による施策の推進、こどもの頃からの生活習慣病予防対策

高校授業料無償化、本巣市奨学金返還支援事業

インクルーシブ教育の推進、特別支援教育育成事業費補助金

こども家庭センター事業(児童福祉事業)、ヤングケアラー事案の早期発見・対策の検討、子育て世帯訪問支援事業

通学路の安全確保、子ども 110番の家、安全安心なインターネット環境の実現に向けた情報リテラシーの習得支援

母子保健事業、こども家庭センター事業（母子保健事業）、乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）

ボランティア活動、地域住民との交流事業、適応指導教室の設置（「本巣の学び舎」「たんぽぽ」）

青少年育成事業、ひきこもり対策の検討、結婚支援、福祉の総合相談室の設置

保育園保育料の軽減、児童手当、児童扶養手当、乳幼児等福祉医療費助成事業

子育て支援センター事業、子どもセンター団体事業、家庭教育学級

育児休業等を取得しやすい環境の整備等、男女共同参画関連イベントの開催

母子生活支援施設への入所支援、自立支援教育訓練給付金事業

アンケート等を通じたこども、若者の声の反映

コミュニティ活性化の核となる人材育成、保育士等確保事業

子ども・子育て会議の運営、家庭・地域との連携、計画の進捗管理（ＰＤＣＡサイクル）

Ⅰ ライフステージに応じた切れ目ない支援

基本施策① こども、若者が権利の主体であることの社会全体での共有等

基本施策② 多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり

基本施策③ こどもや若者への切れ目のない保健・医療の提供

基本施策④ こどもの貧困対策

基本施策⑤ 障がい児支援・医療的ケア児等への支援

基本施策⑥ 児童虐待防止対策と社会的養護の推進及びヤングケアラーへの支援

基本施策⑦ こども・若者の安全確保、犯罪などから守る取組、自殺対策

Ⅱ ライフステージ別の施策の推進

基本施策① 乳幼児期

基本施策② 学童期・思春期

基本施策③ 青年期

Ⅲ 子育て当事者への支援

基本施策① 子育てや教育に関する経済的負担の軽減等

基本施策② 地域子育て支援、家庭教育支援

基本施策③ 共働き･共育ての推進、男性の家事･子育てへの主体的な参画促進・拡大

基本施策④ ひとり親家庭への支援

Ⅳ こども施策の推進体制等

基本施策① こども・若者の社会参画・意見反映～こどもの声の反映、地域活性化・世代間交流～

基本施策② こども施策の共通の基盤となる取組～人材確保・育成・支援、体制・システム整備～

基本施策③ 施策の推進体制等



目標指標

目標指標 現状値（R5） 目標指標（R10）

地域における子育て支援の満足度

（「満足している」及び「どちらかといえば満足している」の合計割合）

小学生児童保護者アンケート

子どもの心身の健やかな成長に

資する教育環境
４７．９％ ５０．０％以上

職業生活と家庭生活との両立 ２９．０％ ３２．０％以上

子ども等の安全の確保 ４７．７％ ５０．０％以上

地域における子育ての環境や支援への満足度（5点満点中、平均点）

就学前児童保護者アンケート ３．３点 ３．５点以上

小学生児童保護者アンケート ３．４点 ３．５点以上

日常生活における孤立感

（「強く感じる」及び「やや強く感じる」の合計割合）

就学前児童保護者アンケート ２８．３％ ２５．０％以下

小学生児童保護者アンケート ２１．０％ ２０．０％以下

子育てをする上で、気軽に相談できる人がいるか

（「いる」の割合）

就学前児童保護者アンケート ９４．５％ ９６．０％以上

小学生児童保護者アンケート ９４．０％ ９６．０％以上
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